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平成２７年度行政監査結果に基づき講じた措置 

意 見 講じた措置 

１ 活用機関について 

(１)活用状況について 

ア どのように活用しているか 

監査を行った 20 機関については、次のと

おり活用していた。

（略） 

○発信頻度（複数のアカウントを持つ機関

は、発信頻度の低いアカウントについて

計上した。）

ツイッター（13機関）

・ほぼ毎日  ３機関 

・１週間に２～３回程度  ５機関 

・１か月に１回程度  ３機関 

・２か月～１年に１回程度  １機関 

・１年以上なし  １機関 

（文化財課） 

フェイスブック（18機関） 

・ほぼ毎日 ２機関 

・１週間に２～３回程度 10機関 
・１週間に１回程度 ２機関  
・１か月に１回程度 ３機関  
・１年以上なし  １機関 

（環境立県推進課） 
上記以外にも、１年以上情報発信を行っ

ていない機関があった。 

長期間に渡り情報発信を行っていないも

のや発信頻度が少ないアカウントについて

は、閲覧者にマイナスのイメージを与えかね

ず、興味を持ってもらうことは期待しづらい

と考えられることから、アカウントの活用に

ついて、改めて検討が必要と思われる。 

ついては、長期間に渡り情報発信を行って

いない機関については、今後の活用の有無を

検討し、活用予定がないと判断した場合に

は、削除することを含め適切に対応された

い。  （４ページ） 

 県政情報発信に係るガイドラインの改定等を行い、

ソーシャルメディアによる発信開始に際しては、継続

して発信する事項の有無を検討した上で行うことと

し、イベント告知など一時的なものは広報課の公式ア

カウントで集約して情報発信していくこととした。 

 また、情報発信が有効でないアカウントについては、

削除して発信力のあるアカウントへ統合するなど、個

別に適切な運用に努め、より効果的な情報発信に取り

組んでいく。 

 なお、１年以上情報発信がないとして指摘のあった

全ての機関において、削除・統合などの必要な見直し

を図った。

・まんが王国官房（ニコニコチャンネル） 
・環境立県推進課（ユーチューブ）  

・関西本部（フェイスブック）…予備調 

  査により確認(監査実施機関以外)
・砂丘事務所（ツイッター）…予備調査 

により確認(監査実施機関以外) 

平成29年３月６日付鳥取県公報号外第１８号別冊
（２分冊の１）
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意 見 講じた措置 

ウ 適切な取扱いを行っているか 

(イ)利用方針の作成について 

鳥取県ソーシャルメディア利用ガイドラ

イン（以下「ガイドライン」という。）は、

職員が職務上ソーシャルメディアを利用す

るに当たり、留意すべき事項を定め、県民参

画型県政を実現するためソーシャルメディ

アをより一層活用していくことを目的とし

て、県（広報課）が平成 23 年６月 10 日付け

で策定した。 

公式アカウントに位置付けるためには、こ

のガイドラインで作成することとされてい

る利用方針を作成する必要があるが、その作

成状況は、次のとおりであった。 

〔利用方針の作成状況（対象：監査実施機関）〕 

事 項 回答機関数 

活用している全てのｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞ

ｨｱで作成している 

16 ( 80.0％) 

活用している一部のｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞ

ｨｱで作成していない 

３ ( 15.0％) 

全く作成していない １ ( 5.0％) 

計 20 (100.0％) 

また、県立学校に対し、任命権者からガイ

ドラインについての通知がされておらず、ガ

イドラインによる手続き等がなされていな

かった。 

他の任命権者にあっても、ソーシャルメデ

ィアを活用する場合の留意すべき事項が定

められているガイドラインを周知する必要

がある。 

ついては、利用方針の作成を行わないでソ

ーシャルメディアを活用している機関につ

いては、利用方針を作成の上、アカウントを

公式アカウントとして位置付けられたい。 

（５ページ） 

平成 23 年度に利用方針の策定について広報課から

所属等に通知したのみで、その後再周知していないこ

とが原因である。 

 再発防止のため、ガイドラインの改定等を行い、県

の情報発信については公式アカウントを用いることと

し、利用方針の作成及び広報課への提出を明記した。 

 なお、指摘のあった全ての機関において、指摘後速

やかに利用方針を作成した。 

(ウ)所属の確認は如何に行っているか 

ガイドラインでは、所属としてソーシャル

メディアを活用していく場合は、担当者１人

に任せず、所属の中で相互チェックを行うこ

ととされているが、発信前に内容確認できな

いものは発信後に確認を行うなど、チェック

が行われている状況を、監査での聞き取りに

より確認した。 

その結果、情報発信が担当者任せになって

とっとり賀露かにっこ館においては、情報発信が担

当者任せになってしまい、内容確認等を怠っていたこ

とが原因である。 

館長等の複数の職員での確認体制を徹底することと

した。 

なお、ガイドラインを改定し、ソーシャルメディア

での情報発信の際には、所属内で複数の者が関与する

よう明確に記載し、確認体制の整備を図った。 



- 3 - 
 

意    見 講じた措置 

しまい、内容確認等を全く行っていない機関

が１機関あった。（とっとり賀露かにっこ館） 

情報の内容や発信する時間帯によっては

発信前に確認できないことはあるが、その場

合も発信後には確認し、組織としてその内容

に責任を持つ必要がある。 

ついては、とっとり賀露かにっこ館におい

ては、発信した内容について組織として責任

を持つべきことを認識し、確認体制を整備さ

れたい。           （６ページ） 

エ 効果的な運用を行っているか 

(イ)特性を活かした情報発信を行っている

か 

ｄ 双方向性の活用状況について 

ソーシャルメディアの特性の一つである

双方向性の活用はほとんど行われておらず、

一部の機関において、コメントに対するお礼

や質問に対し事実を返信するといった利用

にとどまっていた。 

ついては、ソーシャルメディアの特性の一

つである双方向性の活用についても検討さ

れたい。           （７ページ） 

 

 

 

 

ソーシャルメディアの特性の双方向性の活用も重要

であり、ガイドラインにおいて、鳥取県に親しみを持

ってもらい、ファンを増やすという観点から積極的に

対応するよう新たに盛り込んだ。 

(２)リスク管理について 

イ 成りすまし防止のための対応を取って

いるか 

ガイドラインでは、成りすまし防止のた

め、利用しているソーシャルメディアのプロ

フィール欄(注 22)などに、県の公式アカウ

ントを紹介している県公式ホームページの

URL を記載することとしている。URL を記載

することにより、閲覧者は県のホームページ

上の公式アカウントの内容と比較すること

で、当該アカウントを公式のものか否かを確

認することができる。 

監査を行った43アカウント(20機関)のう

ち、予備調査時点で39アカウント(20機関)、

監査実施時点で 37アカウント(19 機関)、監

査実施以降28アカウント(13機関)で記載さ

れていなかった。(H27.12.１現在) 

記載していない理由としては、「記載する

必要があるという認識がなかった」「失念し

ていた」というものがほとんどであった。 

ついては、公式アカウントを紹介している

県公式ホームページの URL を記載していな

い機関は、成りすまし防止のため、プロフィ 

 

 

 

県公式ホームページ（公式アカウント紹介頁）の URL

を記載するよう、ガイドラインに記載していたが、そ 

の趣旨が十分に理解されていなかった。 

再発防止のため、研修会を開催し、周知徹底した。 

なお、指摘のあった全ての機関において、指摘後速

やかに、プロフィール欄などに URL を記載した。 
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ール欄などに URL を記載されたい。 

（８ページ） 

ウ モニタリングを行っているか 

トラブルの発現を回避したり、トラブル発

生後の対応を早期に行うため、発信した情報

に対するモニタリング（監視）を行う必要が

あるが、監査を行った 20機関の実施状況は、

次のとおりであった。 
 〔モニタリングの実施状況（対象：監査実

施機関）〕 

事  項 回答機関数 

毎日行っている  ７ ( 35.0％) 

週に１回以上行っている   ６ ( 30.0％) 

月に１回以上行っている   ５ ( 25.0％) 

年に数回程度行っている   ２ ( 10.0％) 

計   20 (100.0％) 

  注）次回の情報発信時に確認しているもの

を含む。 

トラブルの芽を早期に発見しトラブルを

未然に防ぐため、あるいは、トラブルを最小

限に止めるため、情報発信の多少に関わら

ず、また、現在活用が止まっているものにつ

いても定期的なモニタリングは必要と思わ

れる。 

なお、発信した情報に対してコメント等が

入ると、登録しているメールアドレスにメー

ルが届く設定を行う工夫をしている機関も

あった。 

ついては、モニタリングの頻度が少ない機

関については、トラブル防止のため定期的に

モニタリングを実施されたい。 （８ページ） 

 

情報発信機関において、情報管理にかかるリスク管

理が十分に認識されていなかったことが原因である。 

再発防止策として、ガイドラインの改定等を行い、

モニタリングの実施を明記するとともに、研修会を開

催し、所属の意識付けを図り、定期的なモニタリング

を徹底することとした。 

エ ID、パスワードを適切に管理しているか 

ID、パスワードの管理は、基本的にどの機

関も管理・運営担当者が行っていた。そのう

ち、６機関において電子会議室などの所属内

職員全てが確認できる状態で保管していた。

漏洩等のリスクを少なくするためにも、パス

ワードなどは必要最少限の職員が管理する

ことが望ましい。 

また、乗っ取りなどのリスク対策のため、

パスワードを定期的に更新している機関は、

20 機関のうち６機関であった。また、ソー

シャルメディア活用開始以来全く更新を行

っていない機関が20機関のうち12機関あっ

  

情報発信機関において、情報管理にかかるリスク管

理が十分に認識されていなかったことが原因である。 

 再発防止のため、ガイドラインの改定等を行い、パ

スワードと管理権限の変更について明記した。 

また、異動の時期等を捉えてパスワード及び管理権

限を適正に管理するよう研修において周知徹底した。 

なお、指摘のあった全ての機関において、定期的な

パスワードの更新を徹底した。 
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た。 

 〔パスワードの更新(定期的)状況（対象：監査

実施機関）〕 

事    項 回答機関数 

活用している全てのｿｰｼｬﾙ

ﾒﾃﾞｨｱで定期的(1回/年)に

行っている(注) 

６ ( 30.0％) 

活用している一部のｿｰｼｬﾙ

ﾒﾃﾞｨｱで定期的(1回/年)に

行っている 

２ ( 10.0％) 

全く行っていない 12 ( 60.0％) 

計 20 (100.0％) 

   注）管理・運営担当者の異動時に更新するも

のを含む 

ついては、パスワードの流出などによるア

カウントの乗っ取りなどのリスクを軽減す

るため、パスワードを定期的に更新された

い。           （８ページ） 

オ 管理・運営に関する研修を受講している

か 

広報課では、平成23年度より毎年度ソーシ

ャルメディアに関する研修を行っている。内

容は、基礎的内容や実践的内容等を盛り込ん

だものであるが、担当者が研修を受講してい

る機関は 20 機関のうち５機関であった。 
〔担当者の研修受講状況（対象：監査実施機関）〕 

事    項 回答機関数 

研修を受講している（注） ５( 25.0％) 

研修を受講していない 15 ( 75.0％) 

計 20 (100.0％) 

  注）管理・運営担当者のうち、１名以上受

講している場合。 

受講していない理由は、「基礎的な内容で

あるため」、「運営等については前任者から

引継ぎを受けているため」というものがあっ

た。また、「業務多忙のため」、「特に理由

はない」というものもあった。 

ついては、管理・運営担当者のソーシャル

メディアに関する研修の受講の促進を図ら

れたい。           （９ページ） 

 

 

 

 

 

 

これまでは初心者向けの研修が中心であり、必ずし

も担当者のニーズに即していない部分もあったが、監

査指摘を受けて、講師にソーシャルメディア・ＰＲの

専門家を招き、情報発信のノウハウやソーシャルメデ

ィア利用の有効性、リスク管理の重要性など、研修内

容を工夫・充実させ、担当者のニーズに即した研修を

することで受講の促進に取り組むこととした。 
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カ  緊急時の体制等を確立しているか 

「緊急時の対応マニュアル」等を作成し、

トラブル発生時の対処方法について明確に

している機関は、20 機関のうち予備調査後

に作成した１機関（環境立県推進課）のみで

あった。 

〔緊急時の対応マニュアル作成状況（対象：監

査実施機関）〕 

事 項 回答機関数 

作成している １ ( 5.0％) 

作

成 

し

て

い

な

い 

トラブルが発生するよ

うな内容ではない 

７ ( 35.0％) 

ガイドラインにより対応

していく 

４ (20.0％) 

トラブルも発生しておら

ず、必要だと感じていない 

３ ( 15.0％) 

その他 ５ ( 25.0％) 

計 20 (100.0％) 

作成していない理由としては、「発信内容

がトラブルが発生するようなものではな

い」、「トラブルが今まで発生しておらず必

要だと感じていない」が半数あり、成りすま

しや炎上などのリスクに対し、無防備な状態

であった。 

ついては、リスクに対する意識を高めると

ともに、緊急時の連絡体制等を整備された

い。 （９ページ） 

 リスク管理を徹底するため、ガイドラインの改定等

を行い、連絡体制の整備及びマニュアルを策定するこ

とを明記した。 

また、異動時期等を捉え、連絡体制の整備及びマニュ

アルの策定をするよう研修において周知徹底した。 

 なお、指摘のあった全ての機関において、対応マニュ

アルを作成した。 

２ 広報課について 

(１)活用機関に対する管理の状況について 

ウ 公式アカウントの整理について 

公式アカウントを紹介しているページに

ついて、長期間情報発信を行っていないもの

を含めアカウントが羅列されており、閲覧者

が目的とするアカウントを探すのにわかり

にくくなっている。  

ついては、閲覧者が必要な公式アカウント

を探しやすいよう、情報の内容ごとに並べる

など工夫をし、閲覧者の目線に立ってわかり 

やすく整理されたい。 （10ページ） 

より多くの者に情報発信するためには、閲覧者目線

での利便性向上を図ることが重要である。 

そのため、閲覧者が目的とするアカウントを検索で

きるよう、該当ページのアカウントをジャンル別にす

るなど全面的にわかりやすく整理して、とりネットに

掲載した。 

(２)活用機関に対する指導等の状況につい

て 

ア 研修会を開催しているか 

ソーシャルメディアに関する研修会は、広

報課が主催して毎年度開催している。研修会

これまでは初心者向けの研修が中心であり、必ずし

も担当者のニーズに即していない部分もあったが、監
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は、毎年、基礎編、実践編について少しずつ

内容を変えて実施しており、研修会場も平成

25 年度は東部と西部に分けて実施した。平

成 26 年度については、受講希望者の人数と

希望会場の関係から、東部のみの実施となっ

た。 

広報課では、受講者にアンケートを実施す

るなどして、研修会に対しての意見・要望の

把握を行っているが、監査の際に、各機関か

ら「ステップアップするような形式で研修を

行って欲しい。」「トラブルの実例や困った

ことの事例を紹介して欲しい。」等の意見も

あった。

〔研修会の開催状況〕  

開催年度 H23 H24 H25 H26 

参加人数(人) 92 19 35 39 

開催回数(回) １ ２ ４ ３ 

開 催 地 鳥取市 鳥取市 鳥取市･

米子市 

鳥取市 

注)・H23の参加人数には、市町村職員等を含む。 

 ・上記開催回数のうち、H25、H26の各 2回は動画編

集研修である。 

ソーシャルメディアに関する研修会は、民

間でも開催されていることから、開催案内等

を活用機関等へ情報提供することも有効と

思われる。 

また、ソーシャルメディアを活用している

所属において、担当者に任せきりになってい

たり、長期間情報を発信していないものがあ

るなど、所属長をはじめとする管理職の関わ

り（認識）が少ない所属があった。活用の目

的やリスク等を所属長として認識した上で、

組織として活用することが必要である。 

ついては、活用機関の状況や研修を受講し

ていない機関の意見も取り入れた上で研修

プログラムを作成するなど、活用機関のニー

ズにあった研修機会を拡大されるよう検討

されたい。 

また、管理職を対象に、広くソーシャルメ

ディア活用に係る意識を高めるため、研修の

機会の創出に努められたい。 （10ページ） 

査指摘を受けて、講師にソーシャルメディア・ＰＲの

専門家を招き、情報発信のノウハウやソーシャルメデ

ィア利用の有効性、リスク管理の重要性など、研修内

容を工夫・充実させ、担当者のニーズに即した研修を

することで受講の促進に取り組むこととした。 

また、監査意見を受けて改定したガイドラインに係

る研修会を開催し、ガイドラインの内容の周知徹底を

図った。 

管理職に対しては、ソーシャルメディアに限らず、

情報発信の重要性・ノウハウを内容として、研修会を

新たに開催することとした。 

ウ  モニタリングを行っているか 

公式アカウントの情報発信の状況につい

ては、リスクの早期発見のため、発信内容に

着目してモニタリングを行っていた。しか

ガイドラインの改定等を行い、県の公式アカウント

について、セキュリティ上の観点から、定期的にモニ

タリングを行うことを徹底した。 
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し、情報発信頻度についてはチェックしてお

らず、長期間情報発信を行っていない公式ア

カウントに対し、何も指導を行っていなかっ

た。 

ついては、活用機関に対し、リスク管理だ

けでなく有効活用の観点からもモニタリン

グを行い、より効果的な活用に繋がるよう指 

導されたい。        （11ページ） 

 また、研修の機会を捉えて、情報発信機関に対し、

より効果的なソーシャルメディアの活用を促すことと

した。 

エ  ガイドラインの内容について 

ガイドラインは平成 23 年度に策定され、

その後４年経過しているが、監査において、

ガイドラインの記載内容を認識していない

機関が散見された。 

また、ソーシャルメディア利用開始以来、

乗っ取りなどのトラブル防止のためのパス

ワードの更新を行っていなかったり、トラブ

ルの発現回避等のためのモニタリングの頻

度が少ない機関もあったが、パスワードの更

新、モニタリングの実施に関することは、ガ

イドラインには記載されていない。 

ついては、ガイドラインについて、作成後

の各機関の取組状況や今回の行政監査の結

果を踏まえ、パスワードの更新やモニタリン

グの実施に関することなど必要な見直しを

行われたい。        （11ページ） 

 

ガイドラインを改定するとともに、県の公式アカウ

ントの管理を徹底するため新たに公式アカウント管理

運営要領を策定し、適正な管理・運用の徹底を図った。 

今後も必要に応じて適宜見直しを行っていくことと

している。 

３ 総括意見 

通信の大容量化と携帯端末の普及等によ

り、近年情報発信が容易になり、様々な媒体、

手段により行われている。中でもソーシャル

メディアは、今や各地方自治体における情報

発信の有効なツールとして活用され、鳥取県

においてもその活用は年々増加している。 

ソーシャルメディアは、ホームページによ

る発信とは異なり、双方向性や即時性などの

特性があり、閲覧者の共感を得ることにより

さらに別の者に情報が拡散していく発展性

を持っている。ソーシャルメディアを有効に

活用することで、県政にあまり関心がなかっ

た人にも情報に触れる機会を増やすことが

でき、興味・関心を持っていただける可能性

がある。 

ついては、現在ソーシャルメディアを活用

していない機関についても、リスクを考慮し

ながら、活用に向けて検討されたい。 

また、発信する際に、文章の親しみやすさ

 

ソーシャルメディアは、即時性、拡散性等の特性が

あり、県の情報発信・共有手段として効果的な役割を

果たしており、効果が見込める情報分野においては、

より積極的な活用に努めていくこととしている。 

イベントの告知など一時的なものについては、発信

力の高い広報課の公式アカウントで集約して情報発信

をするなどアカウントの乱立を回避しつつ、工夫しな

がら活用していく。 

また、情報がより拡散されるためには、単に情報を

伝えるだけでなく、ターゲットを明確にしつつ、親し

みやすさや娯楽性も考慮するなど工夫することが重要

である。 

これらを踏まえ、国内外を問わず戦略的なソーシャ

ルメディアの活用に積極的に取り組んでいく。 
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や提供する話題性など認知度や関心を高め

る工夫がなければ、閲覧者が自発的に情報発

信者（県）との関係を構築することはないと

考えられ、情報も更に別の者に拡散していか

ない。 

このたび監査を行ったところ、発信するイ

ベント情報や注目情報等に興味、関心を持っ

てもらうため、主に写真を多くするなどの工

夫をしている機関がみられた。しかし、情報

をより拡散させるため文章表現を親しみや

すくしたり、ユニークな話題を盛り込むなど

の閲覧者の興味、関心を引くための工夫はあ

まり見られず、ツイッターのフォロワーやフ

ェイスブックの「いいね！」の数に代表され

る興味、関心を持った相手方の数は、決して

多くはないのが現状である。 

ついては、ソーシャルメディアの特性を活

かして、情報がより拡散されるよう、閲覧者

の目線に立ち、閲覧者を増やすための工夫を 

行いながら活用されたい。 （12ページ） 


